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          令和５年土佐清水市議会定例会８月会議会議録 

第１日（令和５年８月２８日 月曜日） 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議事日程 

 日程第１ 議長の選挙 

 日程第２ 審議期間の決定 

 日程第３ 会議録署名議員の指名 

～～～～・～～～～・～～～～ 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第３まで 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議員定数 １２人 

現在員数 １１人 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席議員 １１人 

   １番  新 谷 英 生 君           ２番  形 岡 弘 士 君 

   ３番  弘 田   条 君           ４番  武 政 健 三 君 

   ５番  山 崎 誠 一 君           ６番  吉 村 政 朗 君 

   ７番  作 田 喜 秋 君           ８番  岡 本   詠 君 

  １０番  前 田   晃 君          １１番  浅 尾 公 厚 君 

  １２番  永 野 裕 夫 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

欠席議員 

  な  し 

              ～～～～・～～～～・～～～～ 

事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長  早川  聡 君    局 長 補 佐  坂本 久恵 君 

  議 事 係 長  山本 卓己 君    主 幹  新谷 和洋 君 

  主 幹  村田 圭佑 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席要求による出席者 
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市長職務代理者 

副 市 長 
磯脇 堂三 君 

会 計 管 理 者 兼 

会 計 課 長 
井上 美樹 君 

企 画 財 政 課 長 横山 英幸 君 
総務課長（併） 

選挙管理委員会事務局長 
東  直能 君 

危 機 管 理 課 長 吉永 敏之 君 消 防 長 宮地 直道 君 

観 光 商 工 課 長 酒井  満 君 
農林水産課長兼 

農業委員会事務局長 
和泉 政彦 君 

教 育 長 岡﨑 哲也 君   

～～～・～～～～・～～～～ 

          午前１０時００分   開  議 

○副議長（作田喜秋君） おはようございます。定刻でございます。 

 ただいまから、令和５年土佐清水市議会定例会８月会議を開きます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 この際、去る７月９日御逝去されました故細川博史前議長の御冥福をお祈りいたしまして、

黙禱をささげたいと思います。全員御起立願います。 

 黙禱。 

          （黙  禱） 

○副議長（作田喜秋君） 黙禱を終わります。御着席ください。 

 この際、故細川博史前議長に対する弔意を表すため、議会運営委員会委員長から発言を求め

られておりますので、これを許します。 

 議会運営委員会委員長 弘田 条君。 

          （議会運営委員会委員長 弘田 条君登壇） 

○議会運営委員会委員長（弘田 条君） ７月９日、議長でありました細川博史さんがお亡く

なりになりました。土佐清水市議会議員に平成２６年に初当選して以来、一般質問で様々な土

佐清水市の課題に触れて、本市の発展に大きく寄与されました。また、議会運営委員会委員長

や予算決算常任委員会副委員長、産業厚生常任委員会副委員長など多くの重責を担っていただ

きました。３期目を迎えまして議長として活躍した矢先のことで、大変残念に思っています。 

 若いときから青年団、ＰＴＡ活動、消防団、民生委員を務め、地域にも大きく貢献していま

したので、地元も大きな悲しみがあったと思います。 

 ここに謹んで哀悼の意を表し、御冥福をお祈り申し上げます。 

 議会運営委員会委員長 弘田 条。 

 以上でございます。 
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○副議長（作田喜秋君） この際、暫時休憩いたします。 

          午前１０時０４分   休  憩 

          午前１０時２１分   再  開 

○副議長（作田喜秋君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 日程第１、これより「議長の選挙」を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

           （議場閉鎖） 

○副議長（作田喜秋君） ただいまの出席議員数は副議長を含めて１１人であります。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に５番山崎誠一君及び６番吉村政朗君を指名

いたします。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

          （投票用紙配付） 

○副議長（作田喜秋君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

          （な  し） 

○副議長（作田喜秋君） 投票用紙の配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

          （投票箱点検） 

○副議長（作田喜秋君） 異状なしと認めます。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載

の上、点呼に応じて順次投票をお願いします。 

 点呼を命じます。 

          （氏名点呼・投票） 

○副議長（作田喜秋君） 投票漏れはございませんか。 

          （な  し） 

○副議長（作田喜秋君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

          （議場開鎖） 

○副議長（作田喜秋君） 開票を行います。 

 立会人の５番山崎誠一君及び６番吉村政朗君の立会いを願います。 

          （開  票） 
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○副議長（作田喜秋君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１１票、これは先ほどの出席議員数と符合いたします。 

 そのうち有効投票１０票、無効投票１票。 

 有効投票中、作田喜秋君９票、前田 晃君１票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は２．５票であります。 

 よって、私、作田喜秋が議長に当選いたしました。 

 会議規則第３２条第２項の規定による告知をいたします。 

 それではここで、当選承諾の御挨拶をさせていただきます。 

○新議長（作田喜秋君） 議長就任に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  

 このたび、細川前議長の急逝により行われました議長選挙で、議員の皆様の御推挙をいただ

き、土佐清水市議会議長に就任することになりました作田喜秋でございます。私自身といたし

ましては、初めての議長職であり、その責任の重大さを痛感いたすところであります。議長の

職務については、議場の秩序維持、議事の整理、議会事務の統理、そして議会代表権が規定さ

れております。これらの職務を円滑に果たすためには、議員各位の御協力を改めてお願いいた

すところでございます。 

 議会は言論の府であります。議員それぞれ主義主張があり、発言は自由でありますが、議員

それぞれがお互いの人格と名誉を尊重する言論の府であってほしいと念願するものであります。  

 終わりに、二元代表制の役割を議長としてしっかり自覚し、本市の発展と住民生活の向上の

ため、議員各位の御支援と御協力をいま一度お願いいたしまして、就任の御挨拶といたします。

よろしくお願いいたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

          午前１０時３５分   休  憩 

          午前１０時３６分   再  開 

○議長（作田喜秋君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 ただいま、市長職務代理者 副市長から挨拶をしたい旨の申出がありましたので、この際、

これを許します。 

 市長職務代理者 副市長。 

          （市長職務代理者 副市長 磯脇堂三君登壇） 

○市長職務代理者 副市長（磯脇堂三君） おはようございます。 

 本日ここに、令和５年土佐清水市議会定例会８月会議の開催に当たり、一言御挨拶申し上げ

ます。 
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 急遽でありますが、皆さんも御承知のとおり、泥谷市長が治療に専念することになりました

ので、本日より私が市長職務代理者を務めることになりましたので、よろしくお願いします。 

 去る７月９日、第６１代土佐清水市議会議長を務められました故細川博史議員が、任期半ば

にして御逝去されました。御遺族の皆様のお悲しみはいかばかりかとお察し申し上げます。私

といたしましても、突然の訃報に接し誠に残念で哀惜の念に堪えません。改めまして、生前の

御功績と市政発展への御尽力に対し、敬意と感謝の意を表すとともに、謹んで御冥福をお祈り

申し上げます。 

 次に、新たに新議長に選出されました作田喜秋氏には、心からお祝いを申し上げます。これ

から、議長としての御活躍を期待するところでございます。 

 議員各位におかれましては、日頃より市政運営に御理解、御協力をいただき、深く感謝いた

します。また、市民代表として市民や地域の声を酌み取り、市政各般にわたり要望や意見を反

映させるなど、誰もが安心・安全に暮らせる住みよいまちづくり推進のため、日々御尽力をい

ただいておりますことに対しまして、敬意と感謝を申し上げます。本日から新たな体制がスタ

ートしますが、今後とも市政発展、市民福祉向上のために御尽力を賜りますようお願い申し上

げます。 

 次に、泥谷市長の現在の体調及び病気療養の経過について御報告させていただきます。 

 泥谷市長は、今年１月下旬から体調不良を抱えながらも公務を遂行してまいりましたが、

２月８日、幡多地区の医療機関を受診したところ検査入院となり、南国市の医療機関へ転院後、

３月１０日、血液のがん、悪性リンパ腫と診断を受けました。その後、出処進退について慎重

に検討を重ねた結果、市政運営に支障を来さないことを前提に３月１３日から計３クールの抗

がん剤治療に専念し、入院療養をさせていただくことになりましたが、その間、療養中の市長

に代わり、私が職務代理者として市長の職務を代理させていただくことになりました。職務代

理中は必要に応じ、電話やインターネット等を活用しながら市長との意思疎通を図り、市政運

営を停滞させることなく、職員一丸となって市政運営に当たってまいりました。 

 しかしながら、市長の不在の間、市民の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なる御迷惑と

御心配をおかけいたしました。市長とともに、改めてこの場をお借りしまして心から深くお詫

び申し上げます。 

 皆様も御存じのように、市長は８月１日、無事公務に復帰いたしました。復帰後は体調もよ

く、公務に当たってまいりましたが、再び頭痛や目まいなどの症状が現れ検査入院となりまし

た。検査の結果等については、先日、市長から報告があったとおりでございます。私としても

突然のことに大変驚き、心を痛めております。 

 泥谷市長のかねてからの思いである市民が幸せに暮らせるまちづくりを推進するため、職務
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代理者として努めてまいりますので、何とぞ御理解、御協力をお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、８月会議開催に当たりましての御挨拶とさせていただきます。よろ

しくお願いします。 

○議長（作田喜秋君） 日程第２、「審議期間の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 ８月会議の審議期間につきましては、本日１日といたしたいと思います。これに御異議の方

はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（作田喜秋君） 御異議なしと認めます。 

 よって、８月会議の審議期間は、本日１日と決しました。 

 日程第３、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、５番山崎誠一君、６番吉村政朗君を指

名いたします。 

 さきの議長選挙の結果により、副議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、「副議長の選挙」を日程に追加し、議題といたしたいと思います。 

 これに御異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（作田喜秋君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「副議長の選挙」を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 「副議長の選挙」を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

           （議場閉鎖） 

○議長（作田喜秋君） ただいまの出席議員数は議長を含めて１１人であります。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に５番山崎誠一君及び６番吉村政朗君を指名

いたします。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

          （投票用紙配付） 

○議長（作田喜秋君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

          （な  し） 

○議長（作田喜秋君） 投票用紙の配付漏れなしと認めます。 
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 投票箱を改めさせます。 

          （投票箱点検） 

○議長（作田喜秋君） 異状なしと認めます。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載

の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。 

 点呼を命じます。 

          （氏名点呼・投票） 

○議長（作田喜秋君） 投票漏れはございませんか。 

          （な  し） 

○議長（作田喜秋君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 議場の閉鎖を解きます。 

          （議場開鎖） 

○議長（作田喜秋君） 開票を行います。 

 立会人の５番山崎誠一君及び６番吉村政朗君の立会いを願います。 

          （開  票） 

○議長（作田喜秋君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１１票、これは先ほどの出席議員数と符合いたします。 

 そのうち有効投票８票、無効投票３票。 

 有効投票中、永野裕夫君６票、前田 晃君２票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は２票であります。 

 よって、永野裕夫君が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました永野裕夫君が議場におられますので、本席から会議規則第

３２条第２項の規定による告知をいたします。 

 この際、新副議長の挨拶を許します。 

 永野裕夫君。 

          （「議事進行」と呼ぶ者あり） 

          （新副議長 永野裕夫君登壇） 

○新副議長（永野裕夫君） ただいま、副議長の重責に皆様に御信任をいただきました永野で

ございます。 

 まずもって作田新議長の就任、誠におめでとうございます。今後は、作田議長とともに、私
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の今までの経験を生かし、議会運営に努めてまいります。議員の皆様、執行部の皆さんの御協

力をよろしくお願いを申し上げ、御挨拶と代えさせていただきます。 

○議長（作田喜秋君） 暫時休憩いたします。 

          午前１０時５５分   休  憩 

          午前１１時２８分   再  開 

○副議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて、会議を開きます。 

 ただいま、作田議長から職務上の理由によって、産業厚生常任委員及び予算決算常任委員を

辞任したいという申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 この際、「議長の産業厚生常任委員及び予算決算常任委員の辞任の件」を日程に追加し、議

題といたしたいと思います。 

 これに御異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議長の産業厚生常任委員及び予算決算常任委員の辞任の件を日程に追加し、議題と

いたすことに決しました。 

 「議長の産業厚生常任委員及び予算決算常任委員の辞任の件」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は、申出のとおり、議長の産業厚生常任委員、予算決算常任委員の辞任を許可すること

に御異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（永野裕夫君） 異議なしと認めます。 

 よって、議長の産業厚生常任委員及び予算決算常任委員の辞任を許可することに決しました。 

 この際、暫時休憩をいたします。 

          午前１１時２９分   休  憩 

          午前１１時３０分   再  開 

○議長（作田喜秋君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 ただいま、１２番永野裕夫君から議会運営委員を辞任したいとの申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 この際、「議会運営委員の辞任の件」を日程に追加し、議題といたしたいと思います。 

 これに御異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（作田喜秋君） 異議なしと認めます。 

 よって、「議会運営委員の辞任の件」を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 「議会運営委員の辞任の件」を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、１２番永野裕夫君の退場を求めます。 

          （永野裕夫君 退場） 

○議長（作田喜秋君） お諮りいたします。 

 本件は、申出のとおり、１２番永野裕夫君の議会運営委員の辞任を許可することに御異議ご

ざいませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（作田喜秋君） 異議なしと認めます。 

 よって、１２番永野裕夫君の議会運営委員の辞任を許可することに決しました。 

 １２番永野裕夫君の入場を求めます。 

          （永野裕夫君 入場） 

○議長（作田喜秋君） ただいま、議会運営委員が１人欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、「議会運営委員の選任の件」を日程に追加し、議題といたしたいと思います。 

 これに御異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（作田喜秋君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議会運営委員の選任の件」を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 「議会運営委員の選任の件」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、５番山崎誠一君を

指名したいと思います。 

 これに御異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（作田喜秋君） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した１人を議会運営委員に選任することに決しました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

          午前１１時３３分   休  憩 

          午前１１時３４分   再  開 

○議長（作田喜秋君） 休憩前に続いて会議を開きます。 
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 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 この際、執行部の挨拶を許します。 

 市長職務代理者 副市長。 

          （市長職務代理者 副市長 磯脇堂三君登壇） 

○市長職務代理者 副市長（磯脇堂三君） 議長のお許しを得ましたので、閉会に当たり、一

言御挨拶申し上げます。 

 本日の本会議で選任されました作田喜秋議長、永野裕夫副議長におかれましては、今後とも

円滑な議会運営と執行部に対しての御指導、御鞭撻を心よりお願い申し上げます。 

 また、本日より職務代理を務めることになりましたので、議員各位、市民の皆様方には御理

解と御協力をお願いいたしまして、簡単ではございますが、閉会に当たり御挨拶とさせていた

だきます。 

 お疲れさまでございました。 

○議長（作田喜秋君） ８月会議終了に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 本８月会議は、議員各位全員の御出席を賜り、ここに全日程を終えることができましたこと

に対しまして、深く感謝申し上げる次第でございます。 

 本日の会議は、細川前議長の急逝により議長選挙が行われ、議員各位の御推挙を賜り、私が

議長に就任することとなりました。また、新しく永野副議長が誕生いたしました。現在、地方

を取り巻く環境は厳しさが増すばかりでございますが、私自身、微力ではありますが、市政の

発展及び市民福祉の向上並びに円滑な議会運営のため、最大限努力いたす所存でございます。

議員及び執行部各位の一層の御支援、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 これをもちまして、令和５年土佐清水市議会定例会８月会議を終了いたします。 

 お疲れさまでございました。 

          午前１１時３７分   散  会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

   土佐清水市議会 議  長 

 

           副 議 長 

 

           署名議員 

 

           署名議員 


